
⾮常変災に対する茂原市⼩中学校の対応について（お知らせ）
                               
 さて、最近の異常気象に対してかけがえのない児童⽣徒の命を守り、安全・安⼼を確保するため、茂原市が統⼀した基
準を設けましたのでお知らせいたします。

 
１ 天気予報で茂原市、または千葉県北東部（千葉県北東部⼭武⻑⽣地域も同様）に Ａ⼤⾬警報、Ｂ洪⽔警報、Ｃ⼤雪
警報が発表された場合
（１）登校前
ア 午前６時の時点で、上記のＡ〜Ｃの「警報」が発表されている場合は、臨時休
業となります。
イ 上記のＡ〜Ｃの「警報」が発表されて、前⽇の午後８時までに解除されない場
合、翌朝、連絡メールがくるまで、⾃宅で待機してください。
ウ 「警報」が発表されていなくても、台⾵の接近が迫っている場合は、事前に連
絡メールで臨時休業や登校時刻の変更などを連絡することがあります。
（２）登校後
・ 登校後に前記Ａ〜Ｃの「警報」が発表された場合、下校は保護者への引き渡し
となります。

 
２ ⼤きい地震が起きたとき
（１）登校前
・ 「震度５強以上」の地震が茂原市に起きた場合は、⾃宅待機となります。
（２）登校後
・ 登校後に「震度５強以上」の地震が茂原市に起きた場合は、下校は保護者への
引き渡しとなります。

 
３ 給⾷について
・保護者への引き渡しを⾏う場合は、下校を優先し、その⽇の給⾷が中⽌となるこ
とがあります。
 
４ ⼟曜、⽇曜、祝⽇等の「学校⾏事」や「部活動」についても同様です。

 
５ その他
（１）Ａ〜Ｃの「警報」や「震度５強以上」の地震が起きた時に加えて、局地的⼤⾬や突⾵等でも、登校に危険があると
感じた時は、学校からの連絡メール等がなくても⼦どもの安全を優先し、無理に登校させないでください。この場合は、
遅れて登校しても「遅刻」になりません。
（２）学校は安⼼・安全なところです。悪条件で危険の中、無理に迎えに来ないでくだ
さい。迎えに来られない場合は、職員の付き添いの下、学校に留め置きます。


